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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したた

め、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に

基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）固定資産の減損損失の計上（連結）

①当該事象の発生年月日

2026年2月16日

②当該事象の内容

当社グループは、事業用資産を、事業区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位ごと

にグルーピングしております。

主力の国内飲料事業において、昨今の原材料価格高騰や消費者の節約志向の高まりにより、自販機チャネルにお

ける収益性が低下しています。そのような状況の中、当社は、価格優位性のある「ハートプライス」商品シリーズ

の展開や不採算自販機の政策的引き上げ等により、その改善に努めてきました。しかしながら、飲料の販売数量の

減少やコーヒー豆をはじめとした各種原材料価格の高騰の影響は大きく、今期、国内飲料事業は営業損失となる見

込みです。さらに、来期以降もこの厳しい市場環境の継続が見込まれることなどから減損の兆候があると確認さ

れ、減損損失の認識の判定及び測定を行った結果、2026年1月期の連結決算において減損損失を計上することとな

りました。

③当該事象の連結損益に与える影響額

当該事象の発生により、2026年1月期の連結決算において、減損損失29,826百万円を特別損失として計上いたし

ます。

 

(2）関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額の計上（個別）

①当該事象の発生年月日

2026年2月16日

②当該事象の内容

国内飲料事業の主要な連結子会社であるダイドードリンコ株式会社において減損損失を計上することに伴い、当

社の2026年1月期の個別決算において、当社が保有する同社株式について関係会社株式評価損を計上いたします。

また、当社から同社への貸付金についても、回収可能性を踏まえて貸倒引当金の計上が必要と判断し、貸倒引当金

繰入額を計上いたします。

③当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象の発生により、2026年1月期の個別決算において、関係会社株式評価損466百万円及び貸倒引当金繰入額

26,169百万円を特別損失として計上いたします。

なお、これらの特別損失は、連結決算においては消去されるため、連結業績に与える影響はありません。

 

以　上
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